
お問合せや

ご相談は

こちらまで

事業主の皆さま

｢福島県働き方改革推進支援センター｣

のご案内

働き方改革全般について、様々なご相談を受け付けます

例えば、以下のようなお悩みをもつ事業主の方からの
ご連絡をお待ちしております。

電話、メール、来所により相談を受付

電 話：0120-541-516

メール：fsr-taigukaizen@blue.ocn.ne.jp

住 所：福島市御山字三本松19-3
（福島県社会保険労務士会内）

『働き方改革』に取り組む事業主の皆さまを支援します。

働き方改革における様々な問題について

社会保険労務士が無料でご相談に応じます。

▶ ご希望に応じて、専門家が直接企業に訪問することも可能です。

▶ 出張相談会・セミナーも開催しますのでご活用ください。

【 福島県働き方改革推進支援センター 】

厚生労働省 福島労働局委託事業 福島県社会保険労務士会

【受付時間】9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

どうぞお気軽に、
ご相談ください。

○ 働き方改革の内容を知りたい
○ 長時間労働の是正について詳しく知りたい
○ パート･有期雇用者の待遇改善を図りたい
○ 派遣法の改正について詳しく知りたい（働き方改革に関連して）
○ 36協定について詳しく知りたい
○ 非正規の方の待遇をよくしたい
○ 賃金引上げに活用できる国の支援制度を知りたい
○ 人手不足に対応するため、どのようにしたらよいか教えてほしい
○ 助成金を利用したいが、利用できる助成金が分からない 等



平成  年  月  日 

 

福島県働き方改革推進支援センター行き 

（福島県社会保険労務士会） 

FAX  024-534-5432 

 

専門家派遣依頼申込書 
 

貴社名 
 

 
代表者名 

 

所属部署 
 

 

役  職 

担当者名 

 

住所 
〒 

 

電話 
 

 
FAX  

 

相談したい内容（いくつでも☑できます） 

□働き方改革の内容を知りたい      □長時間労働の是正について知りたい 

□パート･有期雇用者の待遇改善を図りたい □派遣法の改正について詳しく知りたい 

□賃金・労働時間制度を見直したい     （働き方改革に関連して） 

 □労働条件を確立したい         □安全衛生管理体制を強化したい 

 □変形労働時間制を導入したい      □就業規則を作成したい 

□派遣の対応について検討したい。    □就業規則を見直したい 

 □うつ病の社員の対応について相談したい □定年延長、再雇用を考えたい。 

 □助成金をもっと活用したい       □パート等の契約について検討したい 

 □人手不足にどう対応するか       □病気療養と仕事をどう両立させるか 

 □子育て･介護と仕事をどう両立させるか 

 □生産効率の向上、販路拡大、経営改善に取り組みたい 

 □その他労務管理 

 

[具体的な内容] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関与している社会保険労務士が （ いる ・ いない ） 

＊厚生労働省の委託事業ですから安心です。 

＊経営相談は経済産業省中小企業庁のよろず支援拠点と連携しています。 

申し込み頂いた会社、個人情報は相談支援事業に関すること以外には使用致しません。 


